
「 流 山 市 下 水 道 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例（ 案 ）」に 係 る パ ブ リ ッ ク

コ メ ン ト 実 施 要 領  

 

１  目 的  

流 山 市 下 水 道 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 案 ） に つ い て 、 市 民

の 皆 様 の ご 意 見 を 募 集 す る も の で す 。  

 

２  改 正 の 背 景  

「 地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る た め の 改 革 の 推 進 を 図 る た

め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 」（ 以 下 「 第 ２ 次 一 括 法 」） に よ

り 下 水 道 法 が 一 部 改 正 さ れ 、「 公 共 下 水 道 の 構 造 の 技 術 上 の 基 準 」

及 び 「 都 市 下 水 路 の 構 造 及 び 維 持 管 理 の 基 準 」 に つ い て 、 政 令 で

定 め る 基 準 を 参 酌 し て 、 管 理 者 で あ る 地 方 公 共 団 体 が 条 例 で 定 め

る こ と と な り ま し た 。  

 

３  第 ２ 次 一 括 法 に よ り 条 例 で 定 め る 基 準  

  （ １ ） 公 共 下 水 道 の 構 造 の 技 術 上 の 基 準  

  （ ２ ） 都 市 下 水 路 の 構 造 及 び 維 持 管 理 の 基 準  

 

４  条 例 の 改 正 に 係 る 考 え 方  

  流 山 市 下 水 道 条 例 に お い て も 、「 公 共 下 水 道 の 構 造 の 技 術 上 の 基

準 」 及 び 「 都 市 下 水 路 の 構 造 及 び 維 持 管 理 の 基 準 」 に つ い て 市 独

自 の 基 準 を 定 め る こ と が 可 能 と な り ま し た が 、 市 の 特 有 性 は な い

こ と か ら 、 今 ま で ど お り 政 令 で 定 め る 基 準 を 参 酌 し て 条 例 を 改 正

す る こ と と し ま し た 。  

 

５  意 見 を 募 る 対 象  

 （ １ ） 市 内 に 住 所 を 有 す る 者  

 （ ２ ） 市 内 に 事 務 所 又 は 事 業 所 を 有 す る 者  

 （ ３ ） 市 内 に 在 す る 事 務 所 又 は 事 業 所 に 勤 務 す る 者  

 （ ４ ） 市 内 に 在 す る 学 校 に 在 学 す る 者  

 



６  意 見 募 集 期 間  

  平 成 ２ ４ 年 １ １ 月 ２ １ 日（ 水 ）～ 平 成 ２ ４ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日（ 木 ）

（ 必 着 ）  

 

７  公 表 方 法 及 び 閲 覧 場 所  

  流 山 市 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 し ま す 。 ま た 、 下 水 道 建 設 課 、 情 報

公 開 コ ー ナ ー 、 各 出 張 所 、 各 公 民 館 、 生 涯 学 習 セ ン タ ー （ 市 民 活

動 推 進 セ ン タ ー ） の 窓 口 で も 閲 覧 す る こ と が で き ま す 。  

 

８  ご 意 見 等 の 提 出 方 法  

  自 由 様 式 又 は 別 紙 様 式 に 名 称 、 住 所 、 氏 名 、 電 話 番 号 を 明 記 の

上 、 郵 便 、 Ｆ Ａ Ｘ 、 電 子 メ ー ル に よ る 提 出 、 ま た は 担 当 課 へ 直 接

持 参 く だ さ い 。 お 寄 せ 頂 き ま し た ご 意 見 は 、 こ れ に 対 す る 流 山 市

の 考 え 方 と と も に 、 整 理 し た 上 で 公 表 い た し ま す 。 な お 、 個 別 回

答 は い た し ま せ ん 。  

 

９  問 い 合 わ せ 及 び 提 出 先  

 〒 ２ ７ ０ － ０ １ ９ ２  流 山 市 平 和 台 １ 丁 目 １ 番 地 の １  

 流 山 市 役 所  土 木 部  下 水 道 建 設 課  

 電 話 番 号  ０ ４ （ ７ １ ５ ０ ） ６ ０ ９ ７ （ 直 通 ）  

 メ ー ル ア ド レ ス  gesuikensetsu@ci ty.nagareyama.ch iba . jp  


